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３．事務所等の所在地

大学本部 ： 愛知県名古屋市千種区不老町

鶴舞地区 ： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５

大幸地区 ： 愛知県名古屋市東区大幸南１－１－２０

豊川地区 ： 愛知県豊川市穂ノ原３－１３

４．資本金の状況

７２，５９２，７７２，６４８円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事７人、監事２人。

任期は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人名古屋大学の役員等に関する規程の定める

ところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主 な 経 歴

学長 平野 眞一 平成16年４月１日 平成11年４月 高温エネルギー変換研究センター長

～平成21年３月31日 平成14年４月 先端技術共同研究センター長

平成15年４月 工学研究科長

理事 山下 廣順 平成16年４月１日 平成12年１月 理学研究科長

～平成18年３月31日

理事 中島 泉 平成16年４月１日 平成９年４月 医学部長

～平成18年３月31日 平成14年10月 総長特別補佐

平成15年４月 副総長

理事 森 英樹 平成16年４月１日 平成８年４月 法学部長

～平成18年３月31日

理事 若尾 祐司 平成16年４月１日 平成11年11月 文学部長

～平成18年３月31日 平成12年４月 文学研究科長

理事 山本 進一 平成16年４月１日 平成14年４月 生命農学研究科長

～平成18年３月31日

理事 渡橋 正博 平成16年４月１日 平成15年４月 事務局長

～平成18年３月31日
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９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

名古屋大学は1939（昭和14）年、医学部と理工学部の２学部で、我が国最後の帝国大学として

創設された。1947（昭和22）年に名古屋大学（旧制）と改称。1949（昭和24）年には、学制改革

により、旧制名古屋大学、附属医学専門部、第八高等学校、名古屋経済専門学校、岡崎高等師範

学校を包括し、文学部、教育学部、法経学部、理学部、医学部、工学部の６学部からなる新制名

古屋大学として再出発した その後 1950 昭和25 年の法学部と経済学部の分離独立 1951 昭。 、 （ ） 、 （

和26）年の農学部設置で８学部となり、総合大学として整備を進めてきた。1993（平成５）年、

教養部改組に伴う大幅な教育改革を行い、新たに時代の要請に応える情報文化学部を９番目の学

部として設置するとともに、学部四年一貫教育を導入した。

一方、戦後の学制改革によって1953（昭和28）年に修士課程２年、博士課程３年の新制大学院

が設置され、文学、教育学、法学、経済学、理学、工学の６研究科で発足した。その後、医学、

農学の２研究科が設置され、当時あった８学部すべてが大学院を持つことになった。

また、学部に基礎を置かない大学院独立研究科として、1991（平成３）年に国際開発研究科、

（ ） 、 （ ） 、 （ ）1992 平成４ 年に人間情報学研究科 1995 平成７ 年に多元数理科学研究科 1998 平成10

年に国際言語文化研究科、2001（平成13）年に環境学研究科、2003（平成15）年に情報科学研究

科をそれぞれ設置（これにともない人間情報学研究科は廃止）し、現在、大学院は13研究科とな

った。

このほか、現在、２附置研究所、１研究機構、２全国共同利用施設、26学内共同教育研究施設

を擁している。
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中期 （知的財産の創出及び活用）

目標 ⑧ 研究成果としての知的財産を創出、取得、管理及び活用する機構を充実し、

知的財産の社会還元を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

22 産学連携を促進 産学連携を促進し、知的財産の 産学官連携を担当する総長補佐を２名体

し、知的財産の創 創出を図るとともに、知的財産部 制に増員した。また、知的財産部に２名の

出を図るとともに を充実し、知的財産の取得、管理 部員を採用し７名体制として、発明の発掘、

知的財産部を充実 及び活用を推進する。同時に、知 から特許の申請・活用まで一元的に処理す

し、知的財産の取 的財産部による発明評価、出願管 る体制を充実強化した。その結果、発明届

得、管理及び活用 理等を開始し、特許情報のデータ 出件数が過去３年間の平均と比較して約

を推進する。 ベース化を進める。また、特許セ １.３倍に増加した。特許情報のデータベ

ミナー等を開催し、研究者等への ースを開発し、運用を開始した。

23 中部ＴＬＯ等と 啓発を行い、知的財産の創出を促 特許基礎セミナー（６回 、学部教授会）

連携して知的財産 進する。さらに、中部ＴＬＯに発 等での説明会（10回 、広報誌の配布等を）

の企業への移転及 明の市 場性評価、ライセンシン 通じて、研究者への啓発を行った。また、

び技術指導を促進 グ等の業務を委託し、大学保有特 第３回産学官連携推進会議およびイノベー

し、知的財産の社 許の実施を促進する。その他の連 ションジャパン２００４等に参加し、研究

会還元を図る。 携の在り方についても検討する。 成果のブースを出展するとともに、企業向

けに広報誌を配布した。また、工学系の研

究テーマ・技術シーズを社会に公開する

「 」 、テクノ・フェア名大２００４ を開催し

中部地区の経済および企業関係者約800名

を含む1､000名以上が参加した。

中部ＴＬＯとの間で、業務委託契約およ

び再実施権付通常実施権許諾契約を締結

し、発明の届け出からライセンシングまで

の研究成果の活用を推進する連携体制を構

築・強化した。
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（４）附属学校に関する実施状況

中期 （運営管理体制の整備）

目標 ① 附属の教育理念を実現するためにふさわしい全学的な組織運営体制を整備

する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 全学的な組織運 これまでの検討を踏まえて、附 組織・運営委員会の下に附属学校問題検

営体制が機能する 属学校の教育理念を実現するため 討小委員会を立ち上げ、検討を開始した。

リーダシップを確 に、その設置形態について全学的

立する。 な議論を組織・運営委員会で行

う。

中期 （中高大連携教育の推進）

目標 ② 高等教育機関に進学する知的成熟度をもった人材の育成を可能にする教育・

研究体制を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

２ 新教科の研究開 高校・大学教員による「学びの 「学びの杜」講座を10回実施した。今ま

発や大学教員によ 杜」講座を引き続き実施し、高校 での取り組みを踏まえ、次年度以降、単位

る連携講座の単位 での単位化の実施に当たり生ずる 化を可能にするとともに、地域への開放、

化等を通して、中 技術的な問題点を整理する また ＡＯ入試における利用等を検討するために。 、

高大連携を実現す 現在行われている新教科を作る取 研究科内プロジェクトとして「高大連携に

る中等教育プログ り組みを強化し、具体的成果を蓄 よるキャリア教育プログラム開発事業」を

ラムの改善を図る 積する。 立ち上げ、平成17年度特別教育・研究経費。

、 。 、を申請し 採択された 新教科については

引き続き実践を積み重ねており、次年度に

成果を刊行するための準備を整えた。

３ 教育と研究開発 現在、全学から自発的に参集し 「学びの杜」講座の新たな担当者として

に関して、教育学 ている中等教育研究センター研究 法学研究科４名、理学研究科１名の教員を

部・教育発達科学 員（教員が兼務）の増員を図ると 加えた。同講座の担当者を中等教育研究セ

研究科を中心とし ともに、附属学校を研究のための ンターの研究員として位置づけた。

た各部局等との緊 フィールドとしてより有効に活用

。 、密な連携体制を整 するための方策を検討する また

備する。 研究員の活動を支援し成果を公表

するためのプロジェクトを教育発

達科学研究科内に立ち上げる。
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、 、３ 寄附者に対する 寄附者に対して大学の研究動向 現在 寄附者に礼状等を送付しているが

受入手続きの簡素 の情報提供、広報誌の送付等の特 広報誌等の送付を検討した。寄附金の納入

化に配慮した寄附 典の供与を検討する。 方法を郵便為替およびコンビニ収納とし、

受入システムを整 寄附金納入方法として、郵便振 振込手数料も本学負担とした。

備する。 替、コンビニ収納等の多様化を検

討する。

４ 大学の保有する 大学の研究活動から生じた発明 知的財産部は、特許申請から活用まで中

施設・知的財産等 などの知的財産の権利化と活用を 部ＴＬＯと連携して一元的に処理する等、

を活用して自主財 知的財産部において一元的に実施 本格的な活動を開始した。知的財産部創設

源の増加を図る。 する。そのために、コーディネー シンポジウム、専門家向けセミナー、特許

、 、ター等の人材を配置し、研究者の 基礎セミナー 学部教授会等での説明会等

知的財産の創出に対する関心を高 知的財産の取り扱いについての各種啓発セ

めるための各種啓発セミナー等を ミナーを開催した。教職員向けに「名古屋

実施する。さらに、自主財源の増 大学知的財産戦略 、企業向けに「名古屋」

加を図るために、専門家（企業） 大学における知的財産の取り扱い」のパン

向けセミナー、研究会情報の有料 フレットを作成し配布した。学内施設の積

提供や学内施設の積極的な開放等 極的開放については、名古屋コンベンショ

を検討する。 ン・ビューローと協議を開始した。
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中期 （地球環境保全に配慮したキャンパス）

目標 ② 地球環境を保全するために、環境負荷低減と省資源化を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 環境保全計画を 東山団地、鶴舞団地の主な建物 エネルギー使用の多い東山団地３棟、鶴

策定し、点検評価 の省エネルギー診断を実施し、エ 舞団地４棟の使用状況調査結果から、省エ

体制を整える。 ネルギー原単位としての基準値を ネルギーを図る方策を実施した。エネルギ

設定し、消費抑制等の環境保全計 ー原単位の基準値を設定し、環境保全計画

画の策定準備作業を行う。 の策定準備作業を行った。

６ 省エネ法を踏ま 東山団地、鶴舞団地の各団地ご 東山団地等主要５団地の月別エネルギー

えた全学的なエネ とのエネルギー管理を一元的・効 データの収集・分析結果をWebサイトで学

。「 」ルギー管理体制を 率的に推進するため、エネルギー 内公開した エネルギー専門委員会ＷＧ

強化する。 データを収集・分析し、使用エネ 等で東山団地・鶴舞団地の「エネルギー管

ルギーの適正管理を実施する。ま 理標準」を策定した。

、 、た エネルギー管理標準を策定し

、 。全学の職員 学生への啓発を図る

７ 大気・水質の管 大気の管理に関しては、教育研 局所排気装置（ドラフトチャンバー）の

理を徹底する。 究活動から発生する排気ガスによ 定期自主検査を実施した。実験系排水の全

、 。り大気を悪化させないために、局 pH計を点検し 改善・増設工事を実施した

所排気装置 ドラフトチャンバー 維持管理と構成員の意識向上を徹底するた（ ）

の維持管理を徹底する。水質の管 め、大学のWebサイトで連続モニター記録

理に関しては、実験系排水のpHを を公開した。鏡が池の水質検査を２回、実

連続的にモニターするシステムを 験排水モニタ－桝の水質検査を１回実施し

強化し、常時監視する。また、年 た。

２回の水質検査を行う。

８ 廃棄物の減量、 平成12年の「名古屋大学ごみ減 ごみの減量化と分別回収の一層の徹底の

ごみを含めた回収 量化宣言」に基づいたこれまでの ため、第４回環境安全防災委員会で周知す

・廃棄（再利用） 取り組みを踏まえ、資源化できな るとともに各部局事務系担当者を対象に意

システムの整備を い可燃ごみの一層の減量化に取り 見交換会を開催し、意識の向上を図ったこ

進める。 組むための活動を強化する。 とにより可燃物・不燃物ごみを約16トン減

量した。
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（単位：百万円）４．資金計画

区 分 予算額 決算額 差額

）(決算－予算

資金支出 81,692 134,625 52,933

業務活動による支出 63,253 63,002 △251

投資活動による支出 9,322 58,910 49,588

財務活動による支出 4,044 4,928 884

翌年度への繰越金 5,073 7,785 2,712

資金収入 81,692 134,625 52,933

業務活動による収入 68,750 84,139 15,389

運営費交付金による収入 36,195 36,195 0

授業料及び入学金及び検定料による収入 9,189 7,908 △1,281

附属病院収入 18,330 19,434 1,104

受託研究等収入 3,208 3,078 △130

寄附金収入 1,577 6,996 5,419

その他の収入 251 10,528 10,277

投資活動による収入 1,966 44,593 42,627

施設費による収入 1,966 1,911 △55

その他の収入 0 42,682 42,682

財務活動による収入 5,903 5,893 △10

前年度よりの繰越金 5,073 0 △5,073

注）前年度よりの繰越金については、区分変更により期中の収入としたものである。






